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８．課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法第 349 条の 3 及び同法附則第 15 条から第 15 条の 3 に規定する償却資産については、課税

標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当する資産をお持ちの場合は、「申告書」の

「11 課税標準の特例」の「有」に〇をし、「種類別明細書」の該当資産の「摘要」欄に根拠条文等を

必ずご記入ください。（Ｐ17、19 参照）

【適用償却資産の例（一部抜粋）】

地方税法
特例対象資産 具体例

課税標準の
特例割合

備 考
条 項 号

法
第
３
４
９
条
の
３

第 5項 内航船舶
専ら遊覧の用に供するも
のを除く事業用船舶

１/２

・特例適用の要件を満たす

ことを証する書類
（船舶国籍証書、船舶検査証

書、動力船舶登録票の写し等）

※新規取得、新規事業者は必須

〈非自航船については、市にお

問い合わせください〉

法

附

則

第

1

5

条

第 2項
第 1号

汚水又は廃液
の処理施設

沈殿・浮上装置、油水分
離装置・汚泥処理装置、
ろ過装置など

平成30年4月1日～

令和 8年 3月 31 日

１/２

◎わがまち特例
【取得時期】
平成 26 年 4月 1日～

令和 8年 3月 31 日

・上下水道局への届出書の写し等

第 2項

第 5号
公共下水道に
係る除害施設

沈殿・浮上装置、油水分

離装置、中和装置など

令和 4年 4月 1日～

令和 8年 3月 31 日

４/５

◎わがまち特例
【取得時期】

平成 24 年 4 月 1 日～

令和 8年 3月 31 日

・上下水道局への届出書の写し等

第21項

津波対策の用

に供する償却

資産

津波防災地域づくりに関

する法律に規定する推進

計画区域で新たに取得又

は改良された津波対策の

用に供する資産

最初の 4年度
１/２

◎わがまち特例
【取得時期】
平成 28 年 4月 1日～

令和 10 年 3月 31 日
・津波防災地域づくり推進計画

書の写し

第25項

1 号

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

太陽光発電設備について

は、経済産業省の認定外

の設備が対象

風力・水力・地熱・バイ

オマス発電設備について

は、経済産業省の認定を

受けた設備が対象

太陽光:1,000kW 未満

風 力 :20kW 以上

地 熱 :1,000kW 未満

ﾊﾞｲｵﾏｽ:10,000kW 以上

20,000kW 未満

最初の 3年度
２/３

◎わがまち特例
【取得時期】
令和 2年 4月 1日～

令和 8年 3月 31 日

・太陽光：補助事業者等が

発行する補助金交付決定

通知書の写し

・太陽光以外：経済産業省

が発行する認定通知書の

写し

（※1）バイオマス発電設備の

うち木質バイオマス又は農

産物の収穫に伴って生じる

バイオマス区分に該当する

もの

2 号

ﾊﾞｲｵﾏｽ（木竹等）(※1):

10,000kW 以上

20,000kW 未満

最初の 3年度
６/７

3号

太陽光:1,000kW 以上

風 力 :20kW 未満

水 力 :5,000kW 以上

最初の 3年度
３/４

4号

水 力 :5,000kW 未満

地 熱 :1,000kW 以上

ﾊﾞｲｵﾏｽ:10,000kW 未満

最初の 3年度
１/２
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【適用償却資産の例（一部抜粋）】（つづき）

※わがまち特例とは、地方税法の範囲内で地方団体が特例割合を条例で定めることができる特例です。

※上記以外にも特例がございますので、ご不明な点等は資産税課までお問い合わせください。

※「法」：地方税法 「施行令」：地方税法施行令 「施行規則」：地方税法施行規則

※税制改正により変更となる場合があります。

地方税法
特例対象資産 具体例

課税標準の
特例割合

備 考
条 項 号

法

附

則

第

1

5

条

第 28項 浸水防止用設備

防水板、防水扉、排水ポン

プ、換気口浸水防止機（浸

水想定区域内の地下街等

の所有者等が水防法に規

定する浸水防止計画に基

づき取得したもの）

最初の 5年度
２／３

◎わがまち特例
【取得時期】
平成 29 年 4月 1日～

令和 8年 3月 31 日

・浸水防止計画書の写し

旧第32項

特定事業所内保

育施設

（企業主導型保

育事業）

平成 29 年 4 月 1日から令

和 6年 3月 31 日の間に企

業主導型保育事業の運営

費補助を受けて、保育サー

ビスを行う施設に係る償

却資産

運営費補助を受

けた日の属する

年の翌年の 1 月 1

日を賦課期日と

する年度から5年

間

（ただし中途で

取得した場合は、

残り年度）

１／３

◎わがまち特例

【取得時期】
平成 29 年 4月 1日～

令和 6 年 3 月 31 日

・公益財団法人児童育成

協会が発行する該当年

度の｢企業主導型保育事

業(運営費)助成決定通

知書」の写し

※一度特例を受けた後に

補助が途切れた場合は、

その後は、特例の対象に

はなりません。

第 43項

「先端設備等導

入計画」の認定

を受けた先端設

備

中小企業者等が、市の「導

入促進基本計画」に沿って

策定され市の認定を受け

た「先端設備等導入計画」

により導入され、一定の要

件を満たす償却資産

◆令和 7 年 4 月 1 日

～令和9年 3月31日

(1.5％以上の賃上げ

方針表明有)

最初の 3年度
１／２

(3％以上の賃上げ

方針表明有)

最初の 5年度
１／４

【取得時期】
令和 5 年 4 月 1 日～

令和 9 年 3 月 31 日

・認定を受けた「認定先端

設備等導入計画｣の写し

・認定書の写し

・先端設備等に係る投資

計画に関する確認書の

写し

・従業員への賃上げ方針

の表明を証する書面の

写し

※先端設備導入計画の

お問合せや申請・認定

は産業政策課へ。

(0985）21-1792

旧第44項

◆令和 5 年 4 月 1 日

～令和7年 3月31日

(賃上げ方針表明無)

最初の 3年度
１／２

◆令和 5 年 4 月 1 日

～令和6年 3月31日

(賃上げ方針表明有)

最初の 5年度
１／３

◆令和 6 年 4 月 1 日

～令和7年 3月31日

(賃上げ方針表明有)

最初の 4年度
１／３


